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(57)【要約】
【課題】自動車等の車両の走行位置を正しい位置に補正
する。
【解決手段】位置補正装置（１００）は、運転者の減速
行動を車両が走行している場所情報と関連づけて学習す
る学習手段（１２０）と、学習された減速行動のうち、
場所情報が同じであればバラツキが所定の範囲内となる
行動を特徴点として抽出する抽出手段（１５０）と、場
所情報が同じである地点を走行する場合に、運転者の特
徴点を検出する検出手段（１４０）と、検出された特徴
点及び学習された減速行動から抽出された特徴点を互い
に比較することで、車両の位置補正を行う補正手段（１
６０）とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転者の減速行動を車両が走行している場所情報と関連づけて学習する学習手段と、
　前記学習された減速行動のうち、前記場所情報が同じであればバラツキが所定の範囲内
となる行動を特徴点として抽出する抽出手段と、
　前記車両が、前記場所情報が同じである地点を走行する場合に、前記運転者の前記特徴
点を検出する検出手段と、
　前記検出された特徴点及び前記学習された減速行動から抽出された特徴点を互いに比較
することで、前記車両の位置補正を行う補正手段と
　を備えることを特徴とする位置補正装置。
【請求項２】
　前記抽出手段は、少なくとも前記運転者による操舵角を前記特徴点として抽出すること
を特徴とする請求項１に記載の位置補正装置。
【請求項３】
　前記運転者の認識を行う運転者認識手段を更に備え、
　前記学習手段は、前記運転者毎に減速行動を学習する
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の位置補正装置。
【請求項４】
　運転者の減速行動を車両が走行している場所情報と関連づけて学習する学習工程と、
　前記学習された減速行動のうち、前記場所情報が同じであればバラツキが所定の範囲内
となる行動を特徴点として抽出する抽出工程と、
　前記車両が、前記場所情報が同じである地点を走行する場合に、前記運転者の前記特徴
点を検出する検出工程と、
　前記検出された特徴点及び前記学習された減速行動から抽出された特徴点を互いに比較
することで、前記車両の位置補正を行う補正工程と
　を備えることを特徴とする位置補正方法。
【請求項５】
　請求項１から３に記載の位置補正装置と、
　前記位置補正装置によって補正された位置に基づいて、前記車両の運転支援制御を行う
支援制御部と
　を備えることを特徴とする運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば自動車等の車両において、車両の走行位置を補正して正確なものとす
る位置補正装置及び方法、並びに車両の位置情報を利用して運転支援制御を行う運転支援
装置の技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の装置として、カーブや交差点等に進入しようとする車両の現在位置を、高精度
で検出しようとするものが知られている。例えば特許文献１では、道路の形状と車両の向
きとを互いに比較することで、カーブに進入する位置を旋回初期段階で把握して、車両の
位置を補正するという技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２９２０４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】



(3) JP 2011-123734 A 2011.6.23

10

20

30

40

50

　しかしながら、カーブや交差点等における旋回行動を取り始めるタイミングには、運転
者や場所等の各種条件によってある程度のバラツキが存在しているため、検出される位置
の精度が低くなってしまうおそれがある。即ち、上述した技術では、走行中の車両の正確
な位置を検出することが困難であるという技術的問題点がある。
【０００５】
　本発明は、例えば上述した問題点に鑑みなされたものであり、走行中の車両の位置を正
確に検出することが可能な位置補正装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の位置補正装置は上記課題を解決するために、運転者の減速行動を車両が走行し
ている場所情報と関連づけて学習する学習手段と、前記学習された減速行動のうち、前記
場所情報が同じであればバラツキが所定の範囲内となる行動を特徴点として抽出する抽出
手段と、前記車両が、前記場所情報が同じである地点を走行する場合に、前記運転者の前
記特徴点を検出する検出手段と、前記検出された特徴点及び前記学習された減速行動から
抽出された特徴点を互いに比較することで、前記車両の位置補正を行う補正手段とを備え
る。
【０００７】
　本発明の位置補正装置は、例えば自動車等の車両に搭載される。そして、その動作時に
は、先ず運転者の減速行動が、車両が走行している場所情報と関連づけて学習される。即
ち、運転者の減速行動が、走行中のどの地点で行われたかが学習（言い換えれば、記憶）
される。尚、ここでの「減速行動」とは、運転者が減速時に行う各種操作或いは挙動を包
括する概念であり、例えばブレーキペダルやハンドルの操作タイミングや操作量等である
。また「場所情報」は、車両の走行位置を示すものであり、減速行動と結びつけることが
できる程度に具体化された情報である。場所情報は、例えば車両の走行している座標の他
、走行中の道路の条件（例えば、カーブや交差点であること等）を含む。
【０００８】
　上述した学習によれば、車両の運転者が、どのような場所を走行する際に、どのような
減速行動をとるのかを知ることができる。具体的には、カーブのどの位置で、どの程度ハ
ンドルやブレーキを操作するか、或いは交差点のどの位置で車速が最小になるように減速
するか等を学習することができる。尚、減速行動の学習は、典型的には、カーブの入口や
交差点の手前等、運転者が減速行動をとるであろうと予測される地点から開始される。
【０００９】
　続いて、本発明の位置補正装置では、学習された減速行動のうち、場所情報が同じであ
ればバラツキが所定の範囲内となる行動が特徴点として抽出される。尚、ここでの「場所
情報が同じ」とは、典型的には、車両が同じ場所を走行している状態を指すが、例えばカ
ーブの度合いや車幅等、道路条件が同じ場合も含まれる。また「同じ」とは、場所情報が
完全に一致する場合を含む他、道路条件が同じと見なせる程度に（即ち、後述する本発明
の効果が得られる程度に）近い状態であることを意味している。即ち、場所情報が完全に
一致しない場合であっても、場所情報が近い場合であれば相応の効果が得られる。「所定
の範囲」は、ある減速行動の一つを、運転者の特徴点として抽出できる程度にバラツキが
少ないと判定するための閾値であり、理論的或いは実験的、経験的に求められ、予め設定
されている。
【００１０】
　特徴点の抽出において、学習された減速行動のタイミングや操作量、或いは場所情報は
、誤差を含む場合がある。しかしながら、このような誤差は、学習回数を増やすことで小
さくすることができる。よって、上述した学習は、有効な特徴点を抽出できるようになる
まで複数回行われることが望ましい。また、抽出される特徴点は、複数であっても構わな
い。
【００１１】
　特徴点の抽出後は、車両が場所情報の同じである地点（即ち、既に学習済みの地点）を
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走行する場合に、現在の運転者の特徴点が検出される。特徴点が検出されると、検出され
た特徴点及び学習された減速行動から抽出された特徴点が互いに比較される。即ち、現在
運転者によって行われている特徴点である減速行動と、学習された減速行動とが比較され
る。より具体的には、操作タイミングや操作量等の特徴点のパラメータが互いに比較され
る。
【００１２】
　ここで、特徴点は場所情報が同じであればバラツキが所定の範囲内である行動なので、
検出した特徴点と学習された特徴点を比較することで、現在の車両の位置を極めて正確に
導き出すことができる。即ち、検出された特徴点のパラメータの値から、学習された特徴
点が同様のパラメータとなる地点を、現在車両が走行していると判定できる。従って、例
えば高精度ＧＰＳ（Global Positioning System）のような、極めて高い精度で位置情報
を取得する手段を備えていなくとも、車両の位置情報が正確な位置に補正される。
【００１３】
　以上説明したように、本発明の位置補正装置によれば、場所が同じであれば安定したパ
ラメータである特徴点を抽出することで、走行中の車両の位置を正確に検出することが可
能である。
【００１４】
　本発明の車両の制御装置の一態様では、前記抽出手段は、少なくとも前記運転者による
操舵角を前記特徴点として抽出する
　この態様によれば、本願発明者の研究によって比較的安定傾向にあると判明している操
舵角（即ち、ハンドルの操作量）が特徴点として抽出されるため、より正確な位置補正を
行うことが可能となる。尚、操舵角以外の特徴点がある場合には、操舵角と組み合わせて
用いられることで、更に正確な位置情報の補正が可能である。
【００１５】
　本発明の車両の制御装置の他の態様では、前記運転者の認識を行う運転者認識手段を更
に備え、前記学習手段は、前記運転者毎に減速行動を学習する。
【００１６】
　この態様によれば、同じ車両を複数の運転者が使用する場合に、例えば顔認証やキー登
録によって、車両を運転している運転者を認識できるように構成される。そして、減速行
動の学習は運転者毎に行われる。従って、その後の特徴点の抽出や位置補正も運転者毎に
行われることとなり、一の運転者が運転中に学習されたデータが、他の運転者の運転中の
位置補正に用いられることはない。
【００１７】
　本願発明者の研究によれば、特徴点である減速行動の操作タイミングや操作量は、運転
者毎に異なることが判明している。よって、上述したように、運転者毎に減速行動を学習
するようにすれば、より好適に車両の位置補正を行うことができる。
【００１８】
　本発明の位置補正方法は上記課題を解決するために、運転者の減速行動を車両が走行し
ている場所情報と関連づけて学習する学習工程と、前記学習された減速行動のうち、前記
場所情報が同じであればバラツキが所定の範囲内となる行動を特徴点として抽出する抽出
工程と、前記車両が、前記場所情報が同じである地点を走行する場合に、前記運転者の前
記特徴点を検出する検出工程と、前記検出された特徴点及び前記学習された減速行動から
抽出された特徴点を互いに比較することで、前記車両の位置補正を行う補正工程とを備え
る。
【００１９】
　本発明の位置補正方法によれば、学習された減速行動から、場所が同じであれば安定し
たパラメータである特徴点が抽出されるため、本発明の位置補正装置と同様に走行中の車
両の位置を正確に検出することが可能である。
【００２０】
　尚、本発明の位置補正方法においても、上述した本発明の位置補正装置における各種態



(5) JP 2011-123734 A 2011.6.23

10

20

30

40

50

様と同様の各種態様を採ることが可能である。
【００２１】
　本発明の運転支援装置は上記課題を解決するために、上述した本発明の位置補正装置（
但し、その各種態様も含む）と、前記位置補正装置によって補正された位置に基づいて、
前記車両の運転支援制御を行う支援制御部とを備える。
【００２２】
　本発明の運転支援装置によれば、本発明の位置補正装置によって車両の位置情報が極め
て正確なものに補正されているため、例えば自動減速制御等の運転支援を好適に実行する
ことができる。
【００２３】
　本発明の作用及び他の利得は次に説明する発明を実施するための形態から明らかにされ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】実施形態に係る位置補正装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】実施形態に係る位置補正装置による学習動作の流れを示すフローチャートである
。
【図３】交差点を左折する際の車両の動きを概略的に示す上面図である。
【図４】車両が交差点を左折する際の各種パラメータの変化を示すグラフである。
【図５】ハンドル操作のタイミングを運転手別に示すグラフである。
【図６】ブレーキ操作のタイミングを運転者別に示すグラフである。
【図７】実施形態に係る位置補正装置による位置補正動作の流れを示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下では、本発明の実施形態について図を参照しつつ説明する。尚、以下では、本発明
の位置補正装置が、車両の運転支援制御を行う運転支援制御装置に適用される場合につい
て説明する。
【００２６】
　先ず、本実施形態に係る位置補正装置の構成について、図１を参照して説明する。ここ
に図１は、本実施形態に係る位置補正装置の全体構成を示すブロック図である。
【００２７】
　図１において、本実施形態に係る位置補正装置１００は、運転者認識部１１０と、学習
部１２０と、場所情報検出部１３０と、減速行動検出部１４０、特徴点抽出部１５０と、
位置補正部１６０とを備えて構成されている。
【００２８】
　運転者認識部１１０は、本発明の「運転者認識手段」の一例であり、例えば顔認証やキ
ー登録等によって運転者を認識する。運転者認識部１１０を備えることで、同一の車両を
複数人が使用する場合に、現在の運転者を認識することが可能となる。
【００２９】
　学習部１２０は、本発明の「学習手段」の一例であり、後述する場所情報検出部１３０
において検出される場所情報、及び減速行動検出部１４０において検出される運転者の減
速行動を互いに関連づけて学習する。学習部１２０は、例えば車両に搭載されるカーナビ
ゲーションシステムが有するＨＤＤ（Hard Disc Drive）や、通信で接続するセンタ側の
サーバ等に学習内容を記憶する。
【００３０】
　場所情報検出部１３０は、例えばＧＰＳや車載カメラ等を含んで構成されており、車両
が走行する位置、或いは道路条件等を含む場所情報を検出する。
【００３１】
　減速行動検出部１４０は、運転者による減速行動の際に操作される各種部位に取り付け
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られたセンサ等で構成されており、例えばブレーキ操作やハンドル操作のタイミングや操
作量を検出する。
【００３２】
　特徴点抽出部１５０は、本発明の「抽出手段」の一例であり、例えば演算回路やメモリ
等を含んで構成されている。特徴点抽出部１５０ｈは、学習部１２０において学習された
減速行動から、場所によって変化しない特徴点を検出する。
【００３３】
　位置補正部１６０は、本発明の「補正手段」の一例であり、例えば演算回路やメモリ等
を含んで構成されている。位置補正部１６０は、場所情報検出部１３０において検出され
る場所情報、及び減速行動検出部１４０において検出される運転者の減速行動と、特徴点
抽出部１５０において抽出された特徴点とを比較することで、車両の位置を補正する。こ
の位置補正動作については、後に詳述する。
【００３４】
　本実施形態に係る位置補正装置１００によって補正された位置情報は、運転支援装置に
おける運転支援制御部２００に出力される。運転支援制御部２００は、位置補正装置１０
０において補正された位置情報を用いて、車両の運転支援に係る制御を行うことが可能に
構成されている。
【００３５】
　次に、本実施形態に係る位置補正装置の動作及び効果について、図１に加えて、図２か
ら図７を参照して説明する。尚、ここでは、本実施形態に係る位置補正装置の動作のうち
、本実施形態の効果を特徴的に示す部分を詳細に説明し、その他の動作については適宜説
明を省略するものとする。
【００３６】
　先ず、本実施形態に係る位置補正装置の学習動作について、図２から図６を参照して説
明する。ここに図２は、本実施形態に係る位置補正装置による学習動作の流れを示すフロ
ーチャートである。また図３は、交差点を左折する際の車両の動きを概略的に示す上面図
であり、図４は、車両が交差点を左折する際の各種パラメータの変化を示すグラフである
。図５は、ハンドル操作のタイミングを運転手別に示すグラフであり、図６は、ブレーキ
操作のタイミングを運転者別に示すグラフである。
【００３７】
　図２において、本実施形態に係る位置補正装置１００の学習動作時には、先ず運転者認
識部１１０において、車両の運転者が認識される（ステップＳ０１）。即ち、現在車両を
運転しているのが誰であるかが認識される。運転者が認識されると、その情報は学習部１
２０に出力され、以降は認識された運転者別での学習動作が行われることになる。このよ
うな運転者の認識動作は、例えばエンジン始動時等に行われる。
【００３８】
　続いて、場所情報検出部１３０によって、走行中の車両が、減速対象地点に接近中であ
るか否かが判定される（ステップＳ０２）。尚、「減速対象地点」とは、カーブや交差点
のように、運転者による減速行動が行われるであろうと推測される地点であり、どのよう
な場所を減速対象地点とするかは、予め設定されている。また、減速対象地点にどの程度
近づいた場合を「接近している」とするかは、予め適切な閾値を設定しておけばよい。以
下では、図３に示すように、車両５００が交差点を左折しようとする場合について説明す
る。
【００３９】
　図４において、車両５００が交差点を左折する際には、車両５００が交差点に達する前
から運転者によるブレーキ操作が開始され、車速が一時的に低下する。具体的には、車両
５００の走行距離が１５０ｍを過ぎた地点で、運転者によるブレーキ操作が行われ、車速
が大きく低下している。
【００４０】
　運転者は、上述したブレーキ操作を行うと共に、ハンドル操作も並行して行う。具体的
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には、車両５００が十分に減速され走行距離が２００ｍを過ぎた地点で、ハンドルが大き
く左にきられている。その後、ブレーキ操作及びハンドル操作が終了されると共に、アク
セル操作等がなされ、交差点を左折し終わった車両５００は加速される。
【００４１】
　図２に戻り、本実施形態に係る位置補正装置１００では、車両５００が減速対象地点に
接近していると判定されると（ステップＳ０２：ＹＥＳ）、学習部１２０において、車両
５００の走行する場所情報と、運転者による減速行動とが互いに関連づけて学習される（
ステップＳ０３）。具体的には、場所情報検出部１３０において検出された場所情報（車
両の走行距離や座標等）と、減速行動検出部１４０において検出された減速行動（例えば
、ブレーキ操作やハンドル操作のタイミング等）とが、互いに関連づけて学習される。
【００４２】
　ここで、本願発明者の研究によれば、上述した運転者の減速行動には、同じ場所を走行
する場合に大きく変化するものと、ほとんど変化しないものとがある。
【００４３】
　図５及び図６において、ハンドル操作のタイミングは、運転者Ａ、Ｂ及びＣによって夫
々異なるものの、運転者が同じであれば比較的安定した値となる。例えば図５に示すデー
タでは、右折の場合、左折の場合のいずれも、誤差は１ｍ以内である。一方で、ブレーキ
操作のタイミングは、運転者Ａ、Ｂ及びＣによって夫々異なると共に、運転者が同じであ
っても大きなバラツキを有している。
【００４４】
　本実施形態に係る位置補正装置１００は、上述したハンドル操作のように、場所が同じ
であれば大きく変化しないようなパラメータを、特徴点として抽出する。
【００４５】
　再び図２に戻り、特徴点を抽出する際には、先ず特徴点抽出部１５０において、特徴点
を抽出できる程度に場所情報及び減速行動が学習されているか否かが判定される（ステッ
プＳ０４）。即ち、特徴点を判別できる程度に十分なデータ量が学習されているか否かが
判定される。具体的には、例えばＮ＋１のデータを加味しても平均及び分散が閾値以上変
化しない場合等に特徴点が抽出可能であると判定する。
【００４６】
　特徴点が抽出可能であると判定された場合（ステップＳ０４：ＹＥＳ）、特徴点抽出部
１５０は、特徴点を抽出し（ステップＳ０５）、学習動作は終了する。尚、抽出される特
徴点は一つであってもよいし、二以上であっても構わない。
【００４７】
　一方で、特徴点が抽出可能でないと判定された場合（ステップＳ０４：ＮＯ）、再びス
テップＳ０３の場所情報及び減速行動の学習が行われ、データが蓄積される。即ち、場所
情報及び減速行動の学習は、特徴点を検出できるようになるまで繰り返し行われる。
【００４８】
　次に、本実施形態に係る位置補正装置の位置補正動作について、図７を参照して説明す
る。ここに図７は、本実施形態に係る位置補正装置による位置補正動作の流れを示すフロ
ーチャートである。尚、以下では、上述した学習動作が終了した状態で車両の運転が開始
される場合を例にとり説明する。
【００４９】
　図７において、本実施形態に係る位置補正装置１００の位置補正動作時には、先ず運転
者認識部１１０において、車両５００の運転者が認識される（ステップＳ１１）。即ち、
学習動作時のステップＳ０１と同様に、現在車両５００を運転しているのが誰であるかが
認識される。運転者が認識されると、その情報は位置補正部１６０に出力され、以降は認
識された運転者別での位置補正動作が行われることになる。
【００５０】
　続いて、場所情報検出部１３０によって、走行中の車両５００が、減速対象地点に接近
中であるか否かが判定される（ステップＳ１２）。尚、ここでの減速対象地点は、学習済
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【００５１】
　車両５００が減速対象地点に接近していると判定されると（ステップＳ１２：ＹＥＳ）
、減速行動検出部１４０において、特徴点として抽出された減速行動が検出される（ステ
ップＳ１３）。即ち、ここでの減速行動検出部１４０は、本発明の「検出手段」の一例で
ある。
【００５２】
　特徴点が検出されると、検出された特徴点及び学習された減速行動から抽出された特徴
点が互いに比較される。即ち、現在運転者によって行われている特徴点である減速行動と
、学習された減速行動とが比較される。
【００５３】
　ここで、特徴点は場所情報が同じであれば安定した値となる減速行動なので、検出した
特徴点と学習された特徴点を比較することで、現在の車両５００の位置を極めて正確に導
き出すことができる。即ち、検出された特徴点のパラメータの値から、学習された特徴点
が同様のパラメータとなる地点を、現在車両５００が走行していると判定できる。これを
利用して、位置補正部１６０は、車両５００の位置を補正する（ステップＳ１４）。
【００５４】
　上述した位置補正動作によれば、車両５００の位置情報をｃｍオーダーで検出すること
も可能である。尚、正確な位置情報は高精度なＧＰＳ等でも検出することが可能であるが
、この場合コストが非常に高くなってしまう。これに対し、本実施形態に係る位置補正装
置１００は、比較的低コストで実現することが可能である。
【００５５】
　本発明の位置補正装置１００によって補正された車両５００の位置情報は、運転支援制
御部２００へ出力される。そして運転支援制御部２００では、補正された車両５００の位
置情報を用いて各種運転支援制御が行われる（ステップＳ１５）。補正された車両５００
の位置情報は、特徴点を用いることによって極めて正確な値となっているため、運転支援
制御は好適に実行される。
【００５６】
　以上説明したように、本実施形態に係る位置補正装置によれば、場所が同じであれば安
定したパラメータである特徴点を抽出することで、走行中の車両の位置を正確に検出する
ことが可能である。
【００５７】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、特許請求の範囲及び明細書全体
から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような
変更を伴う車両の制御装置もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【符号の説明】
【００５８】
　１００…位置補正装置、１１０…運転者認識部、１２０…学習部、１３０…場所情報検
出部、１４０…減速行動検出部、１５０…特徴点検出部、１６０…位置補正部、２００…
運転支援制御部、５００…車両
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